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入居者さんから
水道の蛇口で
水漏れがあると…

それは大変だ！
すぐに修理して
あげて！

送金明細・修繕費用
の領収書を一式
持って最寄りの
税務署に…

了解しました！
ありがとうね！

見えない
ところで
JMAは

しっかり
対応して
いるんだ

入居者も決まって安心のとある日

入居者が決定すると
送金した賃料などを
送金明細書として
毎月ご郵送します。

そして月日が流れ、ついに
はじめての確定申告が…

ちょっとJMAに
聞いてみよう

●送金明細書の送付

●入居者対応（基本的にはJMAが行います。お部屋の修繕が必要な場合、

オーナー様は補修費用等についてJMAと打ち合わせする形となります）

●確定申告には、送金明細を税務署に提出しましょう！

（海外にいる場合は、納税代理人が必要となります。

●その後は、リフォーム、入居者対応～確定申告を繰り返すことに

なります。また途中での売却や買取のご依頼も可能です。


